
入会
募集中

「NPOで働く人の会」のご案内
～NPO・NGOで働きつづけやすい環境を自分たちの手で～

　多くの NPO・NGO は少人数の事務局・有給職員によって運営されており、労働環境の充実にな
かなか取り組めない現実があります。「NPO で働く人の会」は地域課題の解決を目指す NPO・NGO
自身が不安定な雇用を生むような矛盾を解決し、各地の NPO・NGO で働く人が自分たち自身でよ
り働きやすい環境づくりを実現できることを目指します。

様々な相互扶助の取り組みを

こんなお悩みを… こうすることを目指します！

　「NPOで働く人の会」ではいただいた会費を元に、小規模のNPO・NGOだけでは困難な「労
働環境の整備」「相談体制の構築」、そして万一の際の「休業補償」の仕組みづくりにチャレ
ンジします。

事業に追われ、人員も少なく、労働
環境の整備はどうしても後回し… 専門家も交えながら、労働環境の整備を応援します！

労働者の相談窓口を作らないといけ
なさそうだけど…

共同で相談窓口をシェアするなど、小規模団体でも労
働に関する相談ができる体制づくりを進めます！

団体が小さいので、できることにも
限界がある…

少人数の団体だと、大企業のよう
な福利厚生の仕組みは難しそう…

団体同士の事業等の融通、コンソーシアムによる事業
の共同受注などができないか、検討を進めます！

けがや病気などによって長期休業を余儀なくされた際
に使える「休業保障」の加入に向けた準備を進めます！

最近、災害が激甚化していて、な
にかあったら大丈夫かな…

会が大きくなれば、大規模災害で被災したときの緊急支
援、経営困難時の貸付の制度の創設を検討します！

「NPOで働く人の会」はみんなで制度をつくっていきます！
　ここに挙げているのはあくまでも一例。加入されているみなさまとの協議で内容を充実させていき
ます。NPOだからこそ、NPOらしい制度を。みなさまのご参加をお待ちしています！

入会については裏面をご覧ください



NPOで働く人の会
〒700-0822　岡山市北区表町 1丁目 4-64 上之町ビル 3F　 岡山 NPOセンター内
電話：086-224-0995　FAX：086-224-0997　E-mail：npo.workers@gmail.com

右のQRコードから入会申し込みフォームにアクセスできます

入会のご案内
　「NPOで働く人の会」は、日本国内のNPO法人等の非営利組織で働くみなさんのための様々な「助け合い」
の取り組みを進める会。 中小企業等への導入が徐々に義務付けられているハラスメントの合同相談窓口の設
置、そして万一のための助け合いの仕組み（休業補償制度）、事業の持ち合いや共同受注など、非営利組織
のみなさんが働きやすい環境づくりをめざします。ぜひ、ご参加ください。

年会費…2,000 円 / 人　GLTD 加入時は、掛金として 1,500 円 / 月・人
※ 休業補償制度（GLTD）への掛金は個人でお支払いいただくこともできますが、全額を法人の経費（損金）として
処理することもできます。労使折半なども可能。職員の福利厚生の向上にもお役立ていただけます。

現在計画中の事業

▼小規模団体では単独での設置が困難なものの、整備が
義務付けられている「ハラスメント」等の相談窓口を共
同で運営します
▼社会保険労務士や産業カウンセラーなどの有資格者の
ほか、NPO 中間支援組織での勤務経験が長く NPO 法人
制度に精通されている方などが相談員にとして、NPO で
働くみなさんの様々な悩みにこたえます。

相談したい内容を事務局にお伝えください
　　　▼
事務局で、相談内容に応じた相談員を探します
　　　▼
日程調整のうえ、電話もしくはウェブ会議等で相談対応します

【ご注意】 ご相談内容は「NPO で働く人の会」と相談員以外の
第三者に、本人の許可なくお知らせすることはありません。な
お、本相談窓口だけで 100％の解決をお約束するものではあり
ません。

【NPOで働く人の会】
　会長　志場 久起（わかやまNPOセンター）　副会長　鍋島 洋子（ちば市民活動・市民事業サポートクラブ）
　監事　宇治野 壮歩（弁護士）、小橋 倫太郎（税理士）

（2025.9）
本チラシは、「赤い羽根福祉基金」からの助成を受け制作しています。

各種相談窓口の設置（2025 年度内試行開始） 想定される利用の流れ

▼NPO法人運営に関するノウハウをともに学びあう場や交流の機会の運営を予定しています
▼交流が進めば、会員同士のコンソシーアム組成による事業の共同受注、仕事の融通、得意な事業の相互持合いなどの
取り組みにつなげることを検討しています

共同事業の実施（2026 年度内試行開始予定）

▼GLTD 制度により、社会保険制度による傷病手当金ではカバーできない収入減の一部を補填することができます。最近
大企業を中心に普及している制度が「NPO で働く人の会」に加入し、GLTD への掛金をお支払いいただくことでご利用
いただけます。

GLTD 制度の運用（2026 年度内試行開始予定）


